
 

 

 

令和６年１月以降に建築確認を受けた新築住宅について、住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準

に適合する必要があります。 

 

●その他のお知らせ （販売・賃貸事業者様対象） 

 

 

令和６年４月からは、省エネ性能ラベル表示が努力義務となります。 

販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する

際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。 

※当センターが評価を行う場合は、第三者評価として BELS 評価書を発行いたします。 

 

建築物の省エネ性能表示制度が始まります。 

 令和６年１月より 

 令和６年４月より 

一般財団法人 滋賀県建築住宅センター 



 

 

 

 

 

 

●手数料の組み合わせ 

 

●住宅省エネルギー性能証明の申請のフロー     

① 「現場検査あり」のパターン 

 

 

 

 

② 「現場検査なし」のパターン 

 

 

 

 

 

 
※1 BELS 評価は工事着手前、工事中、工事完了後のいつでも申請可能です。 

※2 該当住宅の登記前に申請を行う場合は、登記後に記載事項変更届出(家屋番号の届出)が必要です。 

※3 現場検査は建築基準法の完了検査と併せて行います。 

※4 建築士による現場確認により、工事監理報告書を提出して頂く場合は現場検査は不要です。 

●BELS 評価・住宅省エネルギー性能証明書の手数料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 施工状況報告書は断熱・設備工事に係る

報告書です。 

・工事監理報告書は建築士法に基づく報告

書です。 

（BELS 利用で住宅省エネルギー性能証明申請を行う場合） 

 おすすめの 

お問い合わせ先：077-569-6505（性能審査部） 

 


